
１　法人の概要

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧（内数）で表示。

２　法人の行動計画(令和４～７年度)

３　財務

①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円) ＜主な経営指標＞

令和４年度

経常収益 流動資産

固定資産

資産計

受託事業収益 流動負債

自主事業収益 短期借入金

固定負債

その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計

事業費 指定正味財産 ※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産 ＜退職給与引当状況 (単位:千円)＞

当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計

経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

当期一般正味財産増減額 ③県の財政的関与の状況（事業費補助・委託を除く）  (単位:千円)

当期指定正味財産増減額

当期正味財産増減額合計

運営状況概要書

（公益７）

法人名： 公益財団法人　秋田県木材加工推進機構 設立年月日 平成4年9月17日

代表者職氏名 代表理事　秋元　秀樹 基本財産等 442,182千円 県出資等額及び比率 300,000千円 (67.8%) 所管部課名 農林水産部林業木材産業課

設立目的
木材高度加工研究所の研究成果を木材業界へ円滑に移転するための機関として。秋田県、能代市、秋田県木材産業協同組合連合会等の出捐により平成４年９月17日設立。平成７年４月研究所開所時に、同
研究所内に併設。平成25年４月公益財団法人に移行。

事業概要 ①情報収集提供事業　②技術指導・移転事業　③啓発研修事業　④依頼試験等事業

関連法令、県計画 新秋田元気創造プラン、秋田県林業・木材産業構造改革プログラム

理事 監事 評議員 計 正職員 出向職員 臨時・嘱託 計

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 2(1) 4 6

1 7 1 4 1 12

県関与のあり方 継続 経営状況 安定 取組の方向性 ・安定的経営の継続　・公益的事業の安定実施

目標
○公益的事業の安定実施に努めるとともに、安定的な経営を継続するため、収益事業（依頼試験）の拡充を図る。
【目標】収益事業等会計の事業収益額（千円）　Ｒ４年度：7,280、Ｒ５年度：7,384、Ｒ６年度：7,592、Ｒ７年度：7,800

区　　分 令和３年度 令和４年度 区　　分 令和３年度 令和４年度 項　目 令和３年度 増減※

49,767 45,020 19,344 23,856

基本財産・特定資産運用益 10,094 10,093 628,958 558,564

受取会費・受取寄附金 5 5 648,302 582,420

26,417 16,055 2,331 1,367

8,428 14,044

受取補助金・受取負担金 4,823 4,823

44,288 42,924 2,331 1,367

42,945 40,352 509,114 442,182

1,343 2,572 509,114 442,182

人件費(事業費分含む) 20,078 20,639 136,857 138,871

5,479 2,096 要支給額 引当額 引当率(%)

645,971 581,053 0 0 －

82 82 648,302 582,420 ※要支給職員なし。

△ 82 △ 82

5,397 2,014

12,180 △ 66,932 区　分 令和３年度 令和４年度 支出目的等

17,577 △ 64,918 年間支出

年度末残高

役員数
(R5.7.1現在)

職員数
(R5.4.1現在)

取組

○以下の公益的事業を着実に実施する。
　技術指導・移転事業（企業訪問、技術相談対応、現地指導等）
　情報収集提供事業（情報紙発行、ホームページの運用等）
　啓発研修事業（講演会、技術研修会の開催等）
【目標】法人の中核業務である技術指導・移転事業の企業訪問：70件
○収益事業等会計の事業収益額目標を達成するため、企業訪問及びホームページ等による依頼試験のＰＲを強化するとともに、企業等のニーズに応えられる信頼の高い試験が行えるよう人材のスキルアップを図り、依頼
試験件数を確保する。
【目標】依頼試験の目安（件）　Ｒ４年度：70、Ｒ５年度：71、Ｒ６年度：73、Ｒ７年度：75

経常収支比率
 (経常収益÷経常費用)

112.4% 104.9% △7.5

流動比率
 (流動資産÷流動負債)

829.9% 1745.1% ＋915.3

自己資本比率
 (純資産計÷負債・純資産計)

99.6% 99.8% ＋0.1

有利子負債比率
 (有利子負債÷純資産計)

0.0% 0.0% ＋0.0



Ⅰ 自己評価

Ⅱ 所管課評価

Ⅲ 委員会評価

【委員からの提言】

委員会評価を踏まえた対応方針

運営状況評価表

（公益７）

法人名： 公益財団法人　秋田県木材加工推進機構

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【令和４年度実績】 【令和４年度実績】

【自己評価】 【自己評価】

評価 評価

Ａ Ａ

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

評価 評価

Ａ Ａ

総合評価 法人全体の取組・運営状況に関するコメント

法人の対応方針 所管課の対応方針

○収益事業等会計の事業収益額：14,044千円
○技術指導・移転事業の企業訪問：76件
○依頼試験件数：63件

○基本財産である有価証券の評価額が前年より下がったが取り崩しは行っていない。
○経常収支は2,096千円の黒字となった。

○企業訪問件数は目標を上回った。訪問により得られた情報・要望等は必要に応じ木高研所内や関係
機関へ提供、情報の共有を図った。

○基本財産である有価証券のR5.3.31時点での評価額が前年より66,932千円下がったが、証券保有に
伴う受取利息額はほぼ前年並みであり、収入面での大きな影響はない。

○依頼試験については受託件数が目標を下回ったものの、例年に比べ耐火試験等単価の高い
依頼が多かったことにより、収益額は目標を大きく上回った。

○県からの受託額は前年度より減ったが、依頼試験において耐火試験等単価の高い案件が多
く収益が増えたことや経費削減に努めた結果、経常収支は4年連続の黒字となった。

○行動計画に掲げた目標のうち、企業訪問件数は達成率109％であり、依頼試験件数は90％と目標を
下回ったものの、1件あたりの試験単価が高かったことから、依頼試験の事業収益は計画に対して
192％と目標を大きく上回る結果となっている。

○経常ベースで単年度黒字であり、財務３基準も満たしている。基本財産の取り崩しや県からの財政
的な支援も受けていないため、経営状況は良好である。

Ａ

○行動計画に定める目標については達成されており、木材高度加工研究所との情報共有や連携が図られているものと判断される。
○経営状況についても、県からの財政的支援を受けずに黒字決算となっており、安定的経営であると評価される。

○木材加工技術の向上による県産木材の価値の向上や消費拡大のための取組を積極的に進めていただきたい。

○引き続き、安定経営を維持するため、顧客ニーズに寄り添った丁寧な事業運営に努めながら事業量
を確保するとともに、コスト削減の取組も継続して実施する。

○木材高度加工研究所と企業の連携的役割を十分に発揮し、研究成果の企業移転や木材加工技術の指
導普及・情報提供活動を通して、本県木材産業の振興発展に寄与するよう法人に働きかけていく。



法人名 (公財)秋田県木材加工推進機構

①令和５年度計算書類等

法人所管課 林業木材産業課
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公益財団法人 秋田県木材加工推進機構 定款 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人秋田県木材加工推進機構と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を秋田県能代市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、木材の加工及び利用に関する技術の指導及び普及、木材商品開発情報の

収集及び提供並びに開発商品の性能評価及び試験等による高付加価値木材商品開発への支援

を行うことにより、本県木材関連産業の振興発展を図り、もって県経済の特色ある進展に寄

与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１） 木材の加工及び利用に関する調査、試験研究、技術指導及び研修 

 （２） 木材商品生産展開等に関する情報の収集及び提供 

 （３） 木材関連企業の工場認定等に関する調査及び指導 

 （４） 木材商品に関する消費者ニーズ等の各種調査 

（５） 木材開発商品の性能評価及び試験  

（６） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 財産及び会計 

（基本財産） 

第５条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。 

２ 基本財産は、本機構の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたも

のとする。 

３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 

４ 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために

善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとすると

き及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要す

る。 
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（事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受

けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３箇月以内に、代表理事

が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第１

号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類については

承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 正味財産増減計算書 

（５） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

（６） 財産目録 

２ 前項の規定により報告され、又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年

間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 監査報告 

（２） 評議員及び役員の名簿 

（３） 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

３ 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第９条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成１

９年内閣府令第６８号）第４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ

る公益目的取得財産残額を算定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 

（長期借入金） 

第１０条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還す

る短期借入金を除き、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の過半数が出席し、その３分の２以上の決議を経なければならない。 
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第４章 評議員 

（評議員の定数） 

第１１条 この法人に評議員３名以上１０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１２条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 

２ 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基づいて選任

された外部委員２名の合計５名で構成する。 

３ 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 

 （１） この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以

下同じ。）の業務を執行する者又は使用人 

 （２） 過去に前号に規定する者となったことがある者 

 （３） 第１号又は第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族、使用人（過去に使用人

となった者も含む。） 

４ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦するこ

とができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

５ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評

議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

 （１） 当該候補者の経歴 

 （２） 当該候補者を候補者とした理由 

 （３） 当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係 

 （４） 当該候補者の兼職状況 

６ 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、

外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。 

７ 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の

評議員を選任することができる。 

８ 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 

（１） 当該候補者が補欠の評議員である旨 

（２） 当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するとき

は、その旨及び当該特定の評議員の氏名 

（３） 同一の評議員（２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人

以上の評議員）につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互

間の優先順位 

９ 第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。 

（評議員の任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員

の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等） 

第１４条 評議員は、無報酬とする。 

 

第５章 評議員会 

（構成） 

第１５条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第１６条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１） 理事及び監事（以下｢役員｣という。）の選任及び解任 

（２） 理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事の報酬等の支給基準 

（３） 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認 

（４） 定款の変更 

（５） 事業の全部又は一部の譲渡 

（６） 残余財産の帰属の決定 

（７） 基本財産の処分又は除外の承認 

（８） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第１７条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、

必要がある場合に開催する。 

（招集） 

第１８条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事

が招集する。 

２ 評議員は、代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議

員会の招集を請求することができる。 

（議長） 

第１９条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で決定する。 

（決議） 

第２０条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く総評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１）  監事の解任 

（２）  定款の変更 
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（３）  基本財産の処分又は除外の承認 

（４）  その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。 

（議事録） 

第２１条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人１名以上が記名押印する。

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９４条第１項に規定により評議員の決議

があったものとみなされる場合において作成される議事録を除く。） 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければならな

い。 

 

第６章 役員 

（役員の設置） 

第２２条 この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 ５名以上１０名以内 

（２） 監事 ３名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 代表理事以外の理事のうち１名を業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第２３条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の構成） 

第２４条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係が

ある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならな

い。 

２ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及びこ

の法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があ

ってはならない。 

（理事の職務及び権限） 

第２５条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行する。 

３ 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。 

４ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務

の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
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（監事の職務及び権限） 

第２６条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２７条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任され

た理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理

事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。 

４ 理事及び監事については、再任を妨げない。 

５ 理事又は監事は、第２２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監

事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第２８条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで

きる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（役員の報酬等） 

第２９条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める

総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ

とができる。 

２ 前項ただし書に規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等

の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態が明らかとなるように、評議員会の

決議により定めるものとする。 

（損害賠償責任の免除） 

第３０条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用

する同法第１１４条第１項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償

責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 

２ この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条で準用する同法第１

１５条第１項の規定により、外部理事又は、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。この場合において、当該契約に基づく

責任の限度は、同法第１９８条において準用する同法第１１３条第１項で定める最低責任限

度額とする。  
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（顧問） 

第３１条 この法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の決議を経て、代表理事が委嘱する。 

３ 顧問は、代表理事の諮問に応じ、助言する。 

 

第７章 理事会 

（構成） 

第３２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第３３条 理事会は、次の職務を行う。 

（１） この法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

（招集） 

第３４条 理事会は、代表理事が招集するものとする。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、代表理事とする。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会の議長と

なる。 

（決議） 

第３６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合に

おいて、理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が当該提案

について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に異議を述

べたときを除く。）は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。 

３ 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を理事会へ報告することを要しない。 

４ 前項の規定は、第２５条第４項に規定する報告については適用しない。 

（議事録） 

第３７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を

行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければならな

い。前条第２項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面につい

ても同様とする。 
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第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３８条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条及び第４条並びに第１２条についても適用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第４０条の規定はこれを変更することができない。 

（解散） 

第３９条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１） 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能 

（２） その他法令で定められた事由 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４０条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を

経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合

併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８

年法律第４９号）第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの

とする。 

（剰余金の処分制限） 

第４１条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。 

（残余財産の帰属） 

第４２条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第９章 公告の方法 

（公告） 

第４３条 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第１０章 事務局 

（事務局） 

第４４条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き代表理

事が行う。 

２ 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他運営に関する事項については、理事会が定め

る。 

 



9 

 

第１１章 委任  

（委任） 

第４５条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決

議を経て、代表理事が定める。 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第

５０号）第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民

法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、

解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

３ この法人の設立後最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。 

 理事   小川 正  岸部朋毅  沓沢了介  木村 充  堅固山幸一   

      渡邊淳悦  網 幸太  中村 昇  浅野昌成 

 監事   佐々木 充  佐藤 真 

４ この法人の最初の代表理事は網 幸太とする。 

５ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

藤井英雄  齊藤滋宣  菊地成一  佐藤重芳  飯島泰男 



○公益財団法人　秋田県木材加工推進機構　出捐金団体名簿
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

東北電力(株)秋田支店

団体名

秋田県

能代市

秋田県木材産業協同組合連合会

（社）秋田県木材会館

能登義夫

賛助会員

合　　　　計

東北製紙(株)

出資等額（千円）

300,000

151,000

21,000

5,000

3,000

(株)秋田銀行

(株)青森銀行能代支店

能代木材同友会

宮越美喜子

みちのく銀行(株)能代支店

北都銀行(株) 3,000

500

105,000

600,000

4,500

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000



法 人 名 ：

時 点 ：

番
号

役職名称 氏名 職名
番
号

役職名称 氏名 職名

1 評議員 齊藤滋宣 能代市長 28

2 評議員 佐藤重芳
秋田県森林組合連
合会代表理事会長

29

3 評議員 大坂真一 秋田県木材産業協同組合連合
会理事長 30

4 評議員 高田克彦 秋田県立大学木材高度加工研
究所所長 31

5 理事 秋元秀樹
菱秋木材（株）代
表取締役 32

6 理事 佐藤清吾
能代市農林水産
部長

33

7 理事 佐藤龍司 秋田県森林組合連合
会代表理事専務 34

8 理事 鈴木光宏 秋田県木材産業協同組合連合
会専務理事 35

9 理事 村田良太 （一社）秋田県建築士事務所
協会会長 36

10 理事 進藤聡光
東北電力秋田支店
法人営業部長 37

11 理事 澁谷　栄 秋田県立大学木材高度加工研
究所准教授 38

12 理事 佐藤浩平 （公財）秋田県木材加工推進
機構事務局長 39

13 監事 中山　悟
（株）秋田銀行
能代支店長

40

14 0 0 0 41

15 0 0 0 42

16 0 0 0 43

17 0 0 0 44

18 0 0 0 45

19 0 0 0 46

20 0 0 0 47

21 48

22 49

23 50

24 51

25 52

26 53

27 54

秋田県出資・出捐法人　役員名簿

公益財団法人秋田県木材加工推進機構

令和5年7月1日

- 1 -



 

 

 

令 和 ５ 年 度  事 業 計 画  
 

 

                          自 令和５年４月 １日 

                      期 間 

                          至 令和６年３月３１日 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大や、ロシアによるウクライナ侵攻や台湾情勢をめぐる米

中対立などのリスクを背景に、世界的に人・物の動きが制約され、海外からの原材料や商

品などの調達難や価格の高騰が続いており、経済的に深刻な打撃が広がっており、その波

は、外材を中心とした木材製品の不足や木材の取引価格の高騰や、国産木材への急激な転

換により、林業・木材業界にも大きな影響を与えることとなった。令和 4年の本県の県内

新設住宅着工数は、４，２９１戸と、前年より５．４％増加したものの、国産品への切り

替えを進めたいものの、国内での生産能力やコストの問題、人手不足の問題や職人の高齢

化などの課題が山積しており、住宅市場の早急な回復を見込むのは厳しい情勢にある。 

 このような中、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の

促進に関する法律」が令和３年 10月１日に施行され、建築物における木材利用促進にとど

まらず、森林の循環利用に貢献し、幅広く脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すた

め、民間の関係者の連携協力の動きが活発化し、また都市部では社会の注目を集める中高

層ビルなどの先進的な木材利用建築物が多数竣工するなど、様々な動きが加速し、林野、

建築行政のみならず、国全体の政策の中でも、建築分野における木材利用の位置づけが重

みをましてきている。 

 この時流を捉え、県内木材産業を更に発展させて行くためには、強度・耐火性に優れた

建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の開発・普及の促進や木造建築物の設計

・施工に係る先進的技術の普及の促進、人材の育成が必要とされる。 

 今後、本格的な木材利用型社会の実現に向けた様々な課題等が現れ、この解決に当たっ

ていくことが必要とされ、当機構としても、木材に関する産学官を結ぶ機関として、木材

分野をリードする木材高度加工研究所、行政及び関係団体等と連携を強化しながら、新た

な部材・工法の開発や技術開発を進めるとともに、新技術の普及促進、木材利用技術の実

証支援、最新情報の提供などにより、市場開拓に向けた取り組みを展開するなどの新たな

取組を積極的にする必要があると認識している。 

 一方、当機構の運営は、長引く低金利水準や事業量の減少等により、厳しい状況が続い

きたことから、運営資金の確保、試験手数料の見直しなど実行し、経常ベースでの収支均

衡が達成されたものの、県からの受託事業に頼るところが大きいため、安定的な経営が維

持されるよう、自主的事業の拡大に向けた取り組みを進めることが課題である。 

 以上の状況を踏まえ、公益目的事業おいては県内産学官等の連携による技術開発支援等

の安定実施、及び耐火依頼試験等の収益事業の拡充を図ることで、経営基盤を安定化させ

るとともに、「本県木材関連産業の振興発展」に寄与する公益財団法人としての役割を果

たすため、令和５年度は次の各事業を実施する。 



 

 

 

 公益目的事業     本県木材関連産業の振興を図る事業 

 

     木材関連産業の振興発展を図るため、木材の加工及び利用に関する技術 

    の指導及び普及、木材商品開発情報の収集及び提供、並びに、高付加価値 

    木材商品開発への支援を行う。 

 

 

 １ 情報収集提供事業 

 

    本県木材関連企業における製品開発や加工利用技術の向上に資するため、秋田県 

   立大学木材高度加工研究所の試験研究成果、木材・木製品に関する法令や制度の制 

   定・改正情報、各種研修会や講習会の開催案内、木材関連の新技術情報、当機構の 

   業務紹介などについて、情報紙及びホームページにより適時広範な情報発信を行う。 

 

 

    (１）情報紙の発行 

        情報紙「木材加工最前線」を出捐団体や賛助会員をはじめ、県内の林業・ 

            木材関連企業や行政機関、県内外の試験研究機関等へ配布する。 

 

                発行回数：３回 (99～101 号)  ／ 発行部数：各号 600 部 

 

     (２）ホームページの運用 

         当機構の業務紹介、各種研修会や講演会の開催案内、最新の木材製品情報、 

      木材関連産業のトピックス、木材に関する身近な話題などの各種情報をホー 

      ムページやフェイスブックに掲載し、広く情報の提供を行う。 

 

               ホームページの随時更新 

 

 

 ２ 技術指導・移転事業 

 

     木材関連企業が抱えている木材製品の生産、加工、利用に関する技術的課題の解 

決をサポートするため、各種相談対応、現地指導、企業訪問、技術開発支援を行う。 

 

      （１）相談対応 

        来訪、電話、メール等により企業から寄せられる諸課題に木高研と連携し 

      ながら対応し、必要に応じて資料送付、関連情報の収集提供、データ提供、 

      事例紹介などを迅速的確に行う。 

 

                  通年随時対応  



 

 

 

 

     （２）現地指導 

        企業からの派遣要請に基づき、当該企業が抱えている技術的課題の解決に 

     適任の指導者を当機構の顧問や技術コンサルタントなどの中から人選し、直 

     接企業に赴いて現地指導を行う。 

     

           指導企業数：５社 

 

     （３）企業訪問 

        木高研の研究成果の民間への移転可能性を探るとともに、企業ニーズを把 

      握して研究課題に反映することをねらいとした企業訪問を実施する。 

     

          訪問企業数：６０社 

 

      （４）技術開発支援 

       木材の新たな市場の創出に向け、耐火部材等をはじめとする木質系部材 

     の製造実証や土木分野での木材利用など、県内産学官の連携による技術開発 

     を支援する。 

 

           技術開発件数：２件 

 

 

 ３ 啓発研修事業 

 

    新製品開発に意欲のある企業や、社員の技術研鑽・知識向上に取り組む企業など 

   を支援するため、公開講演会及び研修会等を開催する。 

 

   （１）公開講演会 

             木材高度加工研究所の研究内容や成果を業界関係者、行政、他研究機関な 

      どへ広く周知するため、能代市、能代木材産業連合会と連携して研究所講演 

      会を開催する。 

 

                 開催数：１回（木高研講演会１回）  

 

   （２）研修会 

             木材関連産業に係る行政施策や業界の動向、県内外の先駆的な事例紹介な 

      どを通じて、企業の技術力や経営力の向上に繋がる企画内容の研修会を開催 

      する。 

 

                 開催数：１回（加工技術研修会１回）  



 

 

 

 

   （３）木造技術者育成講座 

             既存の製材、集成材、合板等に加え、新たに開発されたＣＬＴや複合木質 

      部材、耐火部材等の公共・民間施設における木材の利用拡大を図るため、セ 

      ミナーを開催する。 

 

                 開催数：５回  

 

 

 

  

 収益事業    木材に関する調査・研究等を行う事業 

 

  企業や官公庁から発注される次のような木材に関する調査・研究事業等を行う。 

 

 

  １ 木材に関する性能試験 

      企業からの依頼を受け、製材品・集成材・家具等の強度試験及び防耐火試験、木 

   材の含水率や熱伝導率などの物性試験のほか、ホルムアルデヒドの放散量測定など、 

   製品の品質管理や新製品開発過程などで必要とする各種の試験を実施する。 

 

 ２ 木材に関する調査・研究 

        国の各省庁等が発注する木材の調査・研究に関する業務を受託する。 

 

 ３ 木製構造物の劣化等診断 

        自治体等からの依頼を受け、木製ダム・木製遊具・木製歩道橋・木橋等の木製 

   構造物の劣化等の診断を実施する。  

 

収益事業受託件数：７０件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 法人管理 

 

   １ 収支改善に向けた取り組み 

 

    （１）県受託事業の継続 

      秋田県産の木材製品のブランド化を確立するため、秋田県立大システム科学

技術学部や木材高度加工研究所等と連携して、住宅の内装等に使用する木材製

品のプロモーションの展開と木造技術者の育成や木造の普及啓発に関する事

業を受託する。 

      ＜ 令和４年度 16,055千円 → 令和５年度 15,132千円 ＞ 

 

   （２）依頼試験件数の増加 

       関係機関及び企業訪問に加え、機構ホームページをリニューアルして、広く 

     周知を図ることで依頼試験件数の増加に努める。 

      耐火依頼試験については、予備試験段階での試験を受託しながら、既存の試 

     験機関と連携して、試験技術の向上や知識の習得に努める。 

 

   ２ 顧客満足度調査 

       企業ニーズに沿った事業活動の展開に資するため、当機構の各種業務を利用し 

     ている企業を対象に、アンケートによる顧客満足度調査を実施する。 



. (単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 5,047,000 0 5,047,000 10,094,000 10,094,000 0

基本財産利息 5,047,000 0 5,047,000 10,094,000 10,094,000 0

特定預金運用益 1,000 0 1,000 2,000 2,000 0

特定資産利息 1,000 0 1,000 2,000 2,000 0

受取会費 5,000 0 0 5,000 5,000 0

賛助会費 5,000 0 0 5,000 5,000 0

事業収益 0 9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 0

依頼試験事業 0 9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 0

受講料等 0 0 0 0 0 0

受取補助金等 18,506,000 0 1,449,000 19,955,000 20,878,000 ▲ 923,000

補助金 3,374,000 0 1,449,000 4,823,000 4,823,000 0

受託金 15,132,000 0 0 15,132,000 16,055,000 ▲ 923,000

⑥ 雑収益 0 0 0 0 0 0

受取利息 0 0 0 0 0 0

雑収益 0 0 0 0 0 0

経常収益計 23,559,000 9,800,000 6,497,000 39,856,000 40,779,000 ▲ 923,000

（２）経常費用

29,133,000 7,467,000 0 36,600,000 41,292,000 ▲ 4,692,000

給与手当 10,945,000 4,231,000 0 15,176,000 14,730,000 446,000

福利厚生費 3,173,000 534,000 0 3,707,000 3,800,000 ▲ 93,000

②

④

⑤

令和5年度

増減

令和5年度　収支予算書（損益方式）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

令和5年度
当初予算

令和4年度
当初予算法人会計

公益目的
事業会計
（公１）

①

③

収益事業会計

① 事業費

科     目



令和5年度

増減
令和5年度
当初予算

令和4年度
当初予算法人会計

公益目的
事業会計
（公１）

収益事業会計
科     目

諸謝金 1,299,000 0 0 1,299,000 1,235,000 64,000

印刷製本費 968,000 0 0 968,000 2,196,000 ▲ 1,228,000

通信運搬費 593,000 46,000 0 639,000 544,000 95,000

旅費交通費 2,186,000 300,000 0 2,486,000 3,002,000 ▲ 516,000

消耗品費 772,000 439,000 0 1,211,000 1,094,000 117,000

賃借料 1,229,000 223,000 0 1,452,000 1,884,000 ▲ 432,000

光熱水費 267,000 57,000 0 324,000 222,000 102,000

負担金 114,000 16,000 0 130,000 148,000 ▲ 18,000

試験費 0 1,200,000 0 1,200,000 7,633,000 ▲ 6,433,000

図書費 111,000 24,000 0 135,000 137,000 ▲ 2,000

委託費 6,400,000 0 0 6,400,000 3,500,000 2,900,000

支払寄付金 0 0 0 0 0

租税公課 614,000 397,000 0 1,011,000 705,000 306,000

減価償却費 462,000 0 0 462,000 462,000 0

0 0 3,153,000 3,153,000 2,405,000 748,000

会議費 0 0 100,000 100,000 100,000 0

給与手当 0 0 1,733,000 1,733,000 1,201,000 532,000

福利厚生費 0 0 717,000 717,000 617,000 100,000

研修費 0 0 0 0 0 0

広報費 0 0 0 0 0 0

旅費交通費 0 0 30,000 30,000 25,000 5,000

図書費 0 0 15,000 15,000 10,000 5,000

通信運搬費 0 0 43,000 43,000 39,000 4,000

消耗品費 0 0 280,000 280,000 254,000 26,000

賃借料 0 0 146,000 146,000 111,000 35,000

交際費 0 0 30,000 30,000 10,000 20,000

② 管理費



令和5年度

増減
令和5年度
当初予算

令和4年度
当初予算法人会計

公益目的
事業会計
（公１）

収益事業会計
科     目

光熱水費 0 0 36,000 36,000 18,000 18,000

租税公課 0 0 3,000 3,000 3,000 0

負担金 0 0 10,000 10,000 7,000 3,000

雑費 0 0 10,000 10,000 10,000 0

支払利息 0 0 0 0 0 0

経常費用計 29,133,000 7,467,000 3,153,000 39,753,000 43,697,000 ▲ 3,944,000

当期経常増減額 ▲ 5,574,000 2,333,000 3,344,000 103,000 ▲ 2,918,000 3,021,000

２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用 0 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0

他会計振替 0 0 0 0

法人税、住民税および事業税 0 82,000 0 82,000 82,000 0

当期一般正味財産増減額 ▲ 5,574,000 2,251,000 3,344,000 21,000 ▲ 3,000,000 3,021,000

一般正味財産期首残高   136,856,699 131,458,993 5,397,706

一般正味財産期末残高   136,877,699 128,458,993 8,418,706

Ⅱ　指定正味財産増減の部  

基本財産投資有価証券評価益 0 0 0

基本財産運用益 0 0 0

基本財産投資有価証券売却益 0 0 0

一般正味財産への振替額   0 0 0

指定財産正味財産増減額   0 0 0

指定正味財産期首残高   0 0 0

指定正味財産期末残高   0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高   0



法人名 (公財)秋田県木材加工推進機構

②令和４年度計算書類等

法人所管課 林業木材産業課



場所･物量等 使用目的 金　額

（流動資産）

預金（普通預金） 秋田銀行能代支店　　　18344 15,739,300

秋田銀行県庁支店　　　405167 2,759,795

北都銀行能代支店      749458 運転資金として 217,108

みちのく銀行能代支店  115673 9,105

青森銀行能代中央支店  147279 10,750

小計 18,736,058

未収金 受取受託金 3,211,000

依頼試験手数料 1,908,500

小計 5,119,500

23,855,558

（固定資産）

基本財産 定期預金 秋田銀行能代支店      2929600-23 10,000,000

北都銀行能代支店　　　8025914 7,000,000

みちのく銀行能代支店　115673-009 1,000,000

青森銀行能代中央支店　3053841 2,000,000

小計 20,000,000

投資有価証券 ユーロ円債（ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ2330 ） 422,182,000

小計 422,182,000

特定資産 定期預金 秋田銀行能代支店      2929600-25 100,000,000

秋田銀行能代支店      2929600-27 15,000,000

小計 115,000,000

その他固定資産 電話加入権 144,000

備品 ロールプレス機、薬液槽 1,238,175

小計 1,382,175

558,564,175

582,419,733

（流動負債）

未払金 給与手当ほか一般管理費 3月分経費等未払分 400,346

依頼試験事業ほか事業費 3月分経費等未払分 626,255

令和4年度　法人税ほか 203,800

小計 1,230,401

預り金 3月分社会保険料 15,011

3月分源泉徴収分 68,982

雇用保険料 52,245

小計 136,238

1,366,639

（固定負債） 　 　 　 0

固定負債合計 0

1,366,639

581,053,094

Ⅵ　財　産　目　録

令和5年3月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

流動資産合計

５０％は公益目的保有財産
であり、運用益を公益事業
の財源として使用してい
る。

　流動負債合計

　　負債合計

　　正味財産

５０％は公益目的保有財産
であり、運用益を公益事業
の財源として使用してい
る。

５０％は公益目的保有財産
であり、運用益を公益事業
の財源として使用してい
る。

固定資産合計

　　資産合計
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［ 事 業 報 告 ］ 

 

Ⅰ 法人の概況 

 

 １ 設立年月日 

   平成 4年 9月 17日 

 

 ２ 定款に定める目的 

   この法人は、木材の加工及び利用に関する技術の指導及び普及、木材商品開発情報の収集及び提供

並びに開発商品の性能評価及び試験等による高付加価値木材商品開発への支援を行うことにより、 

  本県木材関連産業の振興発展を図り、もって県経済の特色ある進展に寄与することを目的とする。 

 

 ３ 定款に定める事業内容 

（１） 木材の加工及び利用に関する調査、試験研究、技術指導及び研修 

（２） 木材商品生産展開等に関する情報の収集及び提供 

（３） 木材関連企業の工場認定等に関する調査及び指導 

（４） 木材商品に関する消費者ニーズ等の各種調査 

（５） 木材開発商品の性能評価及び試験 

（６） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 ４ 所管官庁に関する事項 

   秋田県農林水産部林業木材産業課 

 

 ５ 主たる事務所の状況 

   主たる事務所：秋田県能代市字海詠坂 11番地の１ 

 

 ６ 役員等に関する事項 

   評議員                             令和 5年 3月 31日現在 

役 職 氏 名 常勤／非常勤 担当職務・現職 

評議員 齊藤 滋宣 非常勤 能代市長 

評議員 大坂 真一 非常勤 秋田県木材産業協同組合連合会理事長 

評議員 佐藤 重芳 非常勤 秋田県森林組合連合会代表理事会長 

評議員 高田 克彦 非常勤 秋田県立大学木材高度加工研究所長 

 

   役 員                             令和 5年 3 月 31日現在 

代表理事 秋元 秀樹 非常勤 菱秋木材株式会社代表取締役 

業務執行理事 土田 信次 常 勤 公益財団法人秋田県木材加工推進機構事務局長 
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理 事 佐藤 清吾 非常勤 能代市農林水産部長 

理 事 佐藤 龍司 非常勤 秋田県森林組合連合会代表理事専務 

理 事 鈴木 光宏 非常勤 秋田県木材産業協同組合連合会専務理事 

理 事 進藤 聡光 非常勤 東北電力株式会社秋田支店法人営業部長 

理 事 村田 良太 非常勤 一般社団法人秋田県建築士事務所協会会長 

理 事 澁谷  栄 非常勤 秋田県立大学木材高度加工研究所准教授 

監 事 畠山 一仁 非常勤 能代市代表監査委員 

監 事 中山  悟 非常勤 株式会社秋田銀行能代支店長 

 

 ７ 職員に関する事項 

職員数 前年末比増減 

男子 5名  0 

女子 1名  0 

合計 6名  0 

 

Ⅱ 事業の状況 

 １ 事業の実施状況 

公益目的事業  本県木材関連産業の振興を図る事業 

 

（１） 情報収集提供事業 

本県木材関連企業における製品開発や加工利用技術の向上に資するため、秋田県立大学木材 

高度加工研究所の試験研究成果、木材・木製品に関する法令や制度の制定・改正情報、各種研 

修会や講習会の開催案内、木材関連の新技術情報、当機構の業務紹介などについて、情報紙及 

びホームページにより適時広範な情報発信を行った。 

１）情報紙の発行 

情報紙「木材加工最前線」を出捐団体や賛助会員をはじめ、県内の林業・木材関連企業や行

政機関、県内外の試験研究機関等へ配布した。 

     発行回数：3回（96～98号）／ 発行部数：各号 600部（97号のみ 650部） 

NO.      発行部数 発行日 主な内容 

 

第 96号 

 

 

600 部 

 

R4.8.2 

木材高度加工研究所から～ 木材基礎講座 / バイオ炭と

Ｊ－クレジット / 野田准教授に保存学術奨励賞 ほか 

木材加工推進機構から～ 東京オリ・パラに提供された秋

田スギでベンチを設置 / 再造林推進総決起大会 ほか 

 

 

第 97号 

 

 

 

 

650 部 

 

 

R4.12.15 

木材高度加工研究所から～ ＪＳＴの支援事業に採択 / 

「木質文化財研究の歩み」例会から / 木製防護柵の塗装 

ほか 

木材加工推進機構から～ 創立 30 周年記念式典が開催 / 

記念講演+ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｲｽｶｯｼｮﾝ / 木材利用提案ｺﾝｸｰﾙ ほか 
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第 98号 

 

 600部 

 

R5.3.31 

木材高度加工研究所から～ 木高研講演会での発表概要 

/ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ訪問記 / 各種学会での木高研関係者の発表ﾃｰﾏ 

木材加工推進機構から～ 秋田県庁が「森林資源造成課」

を新設 / モクコレに秋田県木連が出展 ほか 

２）ホームページの運用 

当機構の業務紹介、各種研修会や講演会の開催案内、最新の木材製品情報、木材関連産 

      業のトピックスなど各種情報をホームページに掲載し、広く情報の提供を行った。 

◎ 更新回数：ＨＰ25回、ＦＢ20回 ／ トップページへのアクセス数：12,684件 

 

（２） 技術指導・移転事業 

木材関連企業が抱えている木材製品の生産、加工、利用に関する技術的課題の解決をサポー 

     トするため、各種相談対応、現地指導、企業訪問、技術開発支援を行った。 

 

１）相談対応 

来訪、電話等により企業から寄せられる諸課題に木高研と連携しながら対応し、必要に 

      応じて資料送付、関連情報の収集提供、データ恵与、事例紹介などを迅速的確に行った。 

◎ 相談件数：２８件 

① 内容別内訳                               (件） 

加工技術 生産技術 利用技術 情報提供ほか 計 

１ ４ ７ １６ ２８ 

② 業種別内訳                               (件） 

林業 木材加工 流通 建築設計 行政 試験研究 その他 計 

０ １２ １ ３ １ ２ ９ ２８ 

 

２）現地指導 

企業からの派遣要請に基づき、当該企業が抱えている技術的課題の解決に適任の指導者 

      を当機構の顧問、技術コンサルタントなどの中から人選し、直接企業に赴いての現地指導 

      を行った。 

       ◎顧問指導：1件 ／ 技術コンサルタント指導：1社       

区分 指導日 対応者 企業名 内  容 

顧問指導 R4.10.7 

 

林 知行顧問 木材加工推進

機構 

創立 30 周年記念講演「30 年の歩みを振り返る」 

木材・木造建築を取り巻く環境の変化に伴う木質材

料・木質構造の開発の歩みと今後の課題について 

技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ R4.8.19 木材高度加工研究所 

教授 栗本康司氏 

羽後町 

(株)小野建設 

・木材でつくる畜舎建築事例及び籾

殻、そば殻の炭利用について 

３）企業訪問 

       木高研の研究成果の民間への移転可能性を探るとともに、企業ニーズを把握して研究 

      課題に反映することをねらいとした企業訪問を実施した。 
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◎ 訪問企業数：７６社（団体など含む）               社（延べ） 

林業 製材 合板 集成材 フローリング プレカット 

４ ３１ ２ ５ １ １ 

チップ 家具木工 建具 流通市場 工務店 その他 

２ ４ ２ ９ ０ １５ 

 

（３） 啓発研修事業 

新製品開発に意欲のある企業や、社員の技術研鑽・知識向上に取り組む企業などを支援する 

     ため、公開講演会及び技術研修会を開催した。 

  

１）公開講演会 

木材高度加工研究所の研究内容や成果を業界関係者、行政、他研究機関などへ広く周知 

      するため、能代市、能代木材産業連合会と連携して研究所講演会を開催した。       

開催日 会場 参加者 講  師 演  題 

 

 

 

R5.2.10 

能 

代 

市 

文 

化 

会 

館 

 

 

 

 67名 

木材高度加工研究所 

特任助教 沈昱東氏 

「冷温帯に生育するブナ・カンバの肥

大成長及び密度に関する年輪年代科学

的研究」 

木材高度加工研究所 

助 教 安藤大将氏 

「木質バイオマスの成分と化学構造」 

*体調不良により高田所長が代弁 

木材高度加工研究所 

 教 授 高田克彦氏 

「ＪＳＴ事業：技術×教養×デザイン

で拓く森林資源活用による次世代に向

けた価値創造共創拠点」 

 

２）技術研修会 

既存の製材、集成材、合板等に加え、公共・民間施設における木材の利用拡大を図るため 

セミナーを開催した。 

 

      あきた木造建築塾開催（県受託事業） 

開催日 会場 参加者 講 師 演題・テーマ 

 

R4.7.6 

 

ｵﾝﾗｲﾝ開催 

 

15名 

秋田県林業木材産業課 

副主幹 高野拓広氏 

木材高度加工研究所 

教 授 高田克彦氏 

・建築講座概要説明 

 

・木材利用と炭素循環 

 

 

R4.7.27 

 

 

ｵﾝﾗｲﾝ開催 

 

13名 

木材高度加工研究所 

教 授 山内秀文氏 

木材高度加工研究所 

准教授 岡崎泰男氏 

・材料としての木材 

 

・建築と木材 
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R4.8.26 

 

ｵﾝﾗｲﾝ開催 

 

 

20名 

秋田県立大学 

教 授   板垣直行氏 

ティンバラム（株） 

設計・技術部長  日景 孝氏 

・木造建築の変遷と構法の

変化 

・公共建築（非住宅）への木

材利用 

 

R4.9.14 

 

 

ｵﾝﾗｲﾝ開催 

 

    

23名 

(有)西方設計 

代表取締役   西方里見氏 

木構造振興（株） 

客員研究員  原田浩司氏 

・非住宅建築物の木造・木質

化設計 

・建築基準法の変遷 

 

 

R4.12.7 

秋田県 

ＪＡビル 

 

54名 

(株)日建設計  

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部問 構造設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ  村上勝英氏 

・中大規模建物における木

材利用例 

 

 

学生を対象にした設計コンペの開催（県受託事業） 

開催日 会場 参加者 審査委員等 内    容 

 

R4.11.11 

 

秋田県 

JAビル 

 

 

 

 

8名 

審査委員長 

秋田工業高等専門学校 

助教 鎌田光明氏 

   ほか委員 7名 

 

・木材利用提案コンクール応募作

品の審査 

（応募作品数 26点） 

最優秀賞 1点,優秀賞 2点, 

特別賞 1点,佳作 4点 

 

R4.12.7 

 

秋田県 

JAビル 

 

 

 54名 

 

木材利用提案コンクール 

表彰式 

審査委員長講評 

秋田工業高等専門学校 

助教 鎌田光明氏 

作品：表彰式会場に展示 

       

      創立 30周年記念事業 

開催日 会   場 参加者 内             容 

 

 

R4.10.7 

 

 

能代市 

プラザ都 

 

 

 

110名 

◎記念式典 

◎記念講演会 

 ・テーマ：「30年の歩みを振り返る」 

 ・講 師：京都大学生存圏研究所 特任教授 林知行氏 

◎パネルディスカッション 

 ・テーマ：「成熟期を迎える秋田ｽｷﾞを最大限に利用す  

     るための課題」 

 ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：木材高度加工研究所 所長 高田克彦氏 

 ・ﾊ ﾟ ﾈ ﾘ ｽ ﾄ：木材加工推進機構 顧問 林 知行氏 

        秋田県木材産業(協)連合会 理事長大坂真一氏 
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      林業漫画家／北海道森林管理局 平田美紗子氏 

      菱秋木材(株) 代表取締役 秋元秀樹氏 

◎祝賀会(参加者 67 名) 

 

       ◎フォトコンテストの実施（最優秀賞 1点、優秀賞 2点） 

       ◎秋田の林業及び業務紹介イラスト作成（林業漫画家：平田美紗子） 

       ◎記念誌、記念品の製作 

       ◎林業漫画の展示 

（１） 2022あきた水と緑の森林祭／R4.7.9／能代市 道の駅ふたつい 

（２） 創立 30周年記念式典／R4.10.7／能代市 プラザ都 

 

      木質耐火部材開発シンポジウム 

開 催 日 会  場 参加者 内        容 

 

R4.12.22 

 

木材高度加工研究所 

耐火棟 

 

28名 

◎現地研修会 

・耐火試験棟の設備説明 

・木質耐火部材開発事業の概要説明 

・これまでの耐火試験結果の説明 

 

 

R4.12.22 

 

 

 

 

 

 

能代市文化会館 

 

 

 

38名 

◎特別講演会 

 ・テーマ：「木材を見せながら火事に負けない木

造建築物をつくる」 

 ・講 師：桜設計集団一級建築士事務所 

      代表 安井 昇氏 

◎パネルディスカッション 

 ・テーマ：「秋田県内での耐火部材の活用について」 

 ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：秋田県立大学 教授 板垣直行氏 

 ・ﾊ ﾟ ﾈ ﾘ ｽ ﾄ：桜設計集団一級建築士事務所代表安井昇氏 

        ﾃｨﾝﾊﾞﾗﾑ(株) 専務取締役 菊池和文氏 

        設計集団環(協) 理事長 佐藤友一氏 

        木材高度加工研究所 教授 高田克彦氏 
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収益目的事業  木材に関する調査・研究等を行う事業 

 

   企業や官公庁から発注される次のような木材に関する調査・研究事業等を行った。 

 

  １ 企業からの依頼により、製材品・集成材・家具等の強度試験、木材の含水率や摩耗などの物性 

   試験、梁の耐火試験のほか、ホルムアルデヒドの放散量測定など、製品の品質管理や新製品開発過 

   程などで必要とする各種の試験を実施する。 

  ２ 国の各省庁が発注する木材の調査・研究に関する業務を受託する。 

  ３ 自治体等などからの依頼を受け、木製ダム・木柵・木橋等の木製構造物の劣化等の診断をする。 

 

      ◎依頼件数：６３件 

分 野 件 数 主な試験内容 

 

強度試験 

 

 

 ３０件 

・集成材の曲げ試験 

・椅子の各種強度試験 

・接合部のせん断試験 ほか 

 

物性試験 

 

 １０件 

・製材の含水率試験 

・減圧加圧剥離試験 

・ヤング係数測定 ほか 

 

耐火・燃焼試験 

  

１４件 

・炭化試験 

・発熱性試験 

・耐火試験              

 

その他 

  

 ９件 

・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量試験 

・木床板の樹種識別 

・木橋の穿孔抵抗測定 ほか 

 

 

 ２ 役員会等に関する事項 

 

  令和 4年 4月 25日 第 1回臨時理事会（書面議決） 

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  理事 7 名、監事 2名 

議 案 第 1 号  臨時評議員会の招集について                 （承認） 

 

  令和 4年 5月 18日 第 1回臨時評議員会（書面議決） 

開 催 場 所   能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者     評議員 4名 

議 案 第 1 号   理事の選任について                     （承認） 
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  令和 4年 5月 24日 令和 3年度事業監査 

開 催 場 所   能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  監事 2 名、理事 1名 

監 査 意 見  適正に処理しているものと認められる 

  

 令和 4年 6月 3日  通常理事会 

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  理事 8 名 監事 2名 

議 案 第 1 号  令和 3 年度事業報告及び決算について             （承認） 

議 案 第 2 号  定時評議員会の招集について                 （承認） 

報 告 第 1 号  業務執行状況について                    （報告） 

 

  令和 4年 6月 23日 第 2回臨時理事会（書面議決） 

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  理事 8 名、監事 1名 

議 案 第 1 号  定時評議員会の招集について                    (承認) 

議 案 第 2 号  監事の選任について                      （承認） 

 

  令和 4年 6月 27日 定時評議員会（書面議決） 

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  評議員 4名 

議 案 第 1 号  令和 3 年度事業報告及び決算について              （承認） 

議 案 第 2 号  監事の選任について                      （承認） 

 

  令和 4年 8月 25日 第 3回臨時理事会（書面議決）   

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  理事 7 名 監事 2名 

議 案 第 1 号  臨時評議員会の招集について                  （承認）                 

 

  令和 4年 9月 5日  第 2回臨時評議員会（書面議決） 

開 催 場 所   能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者     評議員 4名 

議 案 第 1 号   理事の選任について                      （承認） 

 

  令和 5年 3月 17日 通常理事会 

開 催 場 所  能代市字海詠坂 11-1 秋田県立大学木材高度加工研究所内 

出 席 者  理事 6 名 監事 2名 
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議 案 第 1 号  令和 5 年度事業計画及び収支予算・資金調達及び設備投資の見込みについて（承認） 

議 案 第 2 号   借入金の限度額の設定について                （承認） 

議 案 第 3 号  顧問の選任について                     （承認） 

報 告 第 1 号 業務執行状況について                    （報告） 

 

 

３ 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 

                                   単位：千円 

項 目 ／ 事業年度 H29年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

当

期

経

常 

収入合計 36,300 31,123 26,644 49,239 49,768 45,021 

支出合計 38,092 39,453 29,051 47,173 44,288 42,924 

投資有価証券売却益 0 0 3,200 0 0 0 

投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 

収支差額 -1,792 -8,330 793 2,066 5,480 2,097 

諸  税 82 82 82 82 82 82 

前期繰越収支差額 3,619 1,745 -6,667 129,474 131,458 136,856 

前期繰越収支差額（修正額） 0 0 135,430 0 0 0 

次期繰越収支差額 1,745 -6,667 129,474 131,458 136,856 138,871 

 

資 産 合 計 737,314 738,905 701,362 637,527 648,302 582,419 

負 債 合 計 11,756 10,141 1,584 9,134 2,331 1,366 

正 味 財 産 725,558 728,763 699,778 628,393 645,971 581,053 

 

 

Ⅲ 株式保有している場合の概要 

   該当事項なし 

Ⅳ 決算後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

   該当事項なし 



［決　算］

Ⅰ　貸借対照表 　 令和5年3月31日現在(単位：円)

当年度 前年度 増　減

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

　　現金預金　 18,736,058 13,708,376 5,027,682

　　未収金 5,119,500 5,635,860 △ 516,360

23,855,558 19,344,236 4,511,322

2. 固定資産

(1)  基本財産

　  基本財産定期預金 20,000,000 20,000,000 0

　  基本財産投資有価証券 422,182,000 489,114,000 △ 66,932,000

442,182,000 509,114,000 △ 66,932,000

(2)  特定資産

　　定期預金 115,000,000 115,000,000 0

　　普通預金 0 3,000,000 △ 3,000,000

115,000,000 118,000,000 △ 3,000,000

(3)  その他固定資産

　  電話加入権 144,000 144,000 0

 備品 1,238,175 1,699,875 △ 461,700

1,382,175 1,843,875 △ 461,700

558,564,175 628,957,875 △ 70,393,700

582,419,733 648,302,111 △ 65,882,378

Ⅱ 負債の部

1.  流動負債

  　未払金 1,230,401 2,222,502 △ 992,101

  　預り金 136,238 108,910 27,328

1,366,639 2,331,412 △ 964,773

1,366,639 2,331,412 △ 964,773

Ⅲ 正味財産の部

1.  指定正味財産

　  寄付金　   寄付金 509,114,000 496,934,000 12,180,000

 基本財産評価損益 △ 66,932,000 12,180,000 △ 79,112,000

 指定正味財産合計 442,182,000 509,114,000 △ 66,932,000

(442,182,000) (509,114,000) (△66,932,000)

2.  一般正味財産 138,871,094 136,856,699 2,014,395

(0) (0) (0)

  正味財産合計 581,053,094 645,970,699 △ 64,917,605

582,419,733 648,302,111 △ 65,882,378

  資　産　合　計

  流動負債合計

  負　債　合　計

（うち基本財産への充当額）

（うち基本財産への充当額）

  負債及び正味財産合計

科　　目

　流動資産合計

  基本財産合計

  特定資産合計

  その他固定資産合計

  固定資産合計

 



Ⅱ　正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで （単位：円）

当年度 前年度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

 基本財産運用益

基本財産受取利息 10,092,400 10,093,280 △ 880

特定資産運用益

特定資産受取利息 1,300 1,300 0

 受取会費

賛助会費 5,000 5,000 0

 事業収益

依頼試験事業 14,044,250 8,427,760 5,616,490

 受取補助金等
秋田県木材加工推進機構支援事業費
補助金

4,823,000 4,823,000 0

 受取受託金等

木造技術者育成事業 3,350,000 3,350,000 0

県産部材新用途開発事業 0 6,017,000 △ 6,017,000

木質耐火部材開発事業 12,705,000 17,050,000 △ 4,345,000

 雑収益

受取利息 3 8 △ 5

雑収益 0 0 0

45,020,953 49,767,348 △ 4,746,395

(2) 経常費用

   事業費

  給料手当 14,930,356 15,026,471 △ 96,115

  福利厚生費 3,757,237 4,184,162 △ 426,925

  旅費交通費 797,656 1,059,125 △ 261,469

  通信運搬費 390,121 380,320 9,801

  消耗品費 1,678,990 1,672,028 6,962

  印刷製本費 936,783 149,583 787,200

  光熱水費 257,953 215,578 42,375

  賃借料 1,971,236 1,441,609 529,627

  諸謝金 763,000 175,000 588,000

  支払負担金 105,529 114,040 △ 8,511

  試験費 5,256,158 9,504,508 △ 4,248,350

  図書費 147,851 140,357 7,494

　委託費 8,026,615 6,459,087 1,567,528

　支払寄付金 0 495,000 △ 495,000

  租税公課 871,200 1,466,300 △ 595,100

  減価償却費 461,700 461,700 0

科　　目

経常収益計

 



当年度 前年度 増　減科　　目

  給料手当 1,296,474 691,446 605,028

  福利厚生費 655,117 176,264 478,853

  会議費 101,317 103,113 △ 1,796

　広報費 0 0 0

  旅費交通費 0 0 0

  通信運搬費 38,975 34,335 4,640

  消耗品費 253,370 227,038 26,332

  光熱水料費 20,911 9,374 11,537

  賃借料 111,111 61,205 49,906

  租税公課 600 2,100 △ 1,500

  支払負担金 6,773 3,762 3,011

  図書費 11,093 6,103 4,990

  交際費 68,000 10,000 58,000

  雑費 8,832 18,434 △ 9,602

42,924,958 44,288,042 △ 1,363,084

2,095,995 5,479,306 △ 3,383,311

  基本財産評価損益等 0 0

  投資有価証券売却益 0 0 0

0 0 0

2,095,995 5,479,306 △ 3,383,311

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

0 0 0

(2) 経常外費用

0 0 0

0 0 0

2,095,995 5,479,306 △ 3,383,311

81,600 81,600 0

2,014,395 5,397,706 △ 3,383,311

136,856,699 131,458,993 5,397,706

138,871,094 136,856,699 2,014,395

Ⅱ 指定正味財産増減の部

△ 66,932,000 12,180,000 △ 79,112,000

△ 66,932,000 12,180,000 △ 79,112,000

509,114,000 496,934,000 12,180,000

442,182,000 509,114,000 △ 66,932,000

Ⅲ 正味財産期末残高 581,053,094 645,970,699 △ 64,917,605

評価損益等計

 指定正味財産期末残高

 法人税、住民税及び事業税

 当期一般正味財産増減額

 一般正味財産期首残高

 一般正味財産期末残高

 当期指定正味財産増減額

 指定正味財産期首残高

 税引前の当期一般正味財産増減額

   管理費

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額

　 基本財産投資有価証券評価損益

当期経常増減額

 経常外収益計

 経常外費用計

 当期経常外増減額

 


